
このネットワークは、認知症高齢者等が行方不明に
なった際に、警察への届け出と共に、協力機関等と一
緒に早期発見を目的とする仕組みです。

行方不明の心配がでてきたら、事前に登録しておきま
しょう。

問合先 ：基幹包括支援センターいずみさの
泉佐野市高齢者等見守りSOSネットワーク事務局

〒598-0002 泉佐野市中庄1102
ＴＥＬ：072-464-2977 ＦＡＸ：072-462-5400

泉佐野市高齢者等
見守りSOSネットワーク

市内の商店、スーパー、金融機関等の協力機関募集中！



登 録 方 法

＜ 利用できる対象者 ＞
①自分で家に帰れないことがある認知症高齢者等
②その他市長が必要と認める者

＜ 登録に必要なもの ＞
●泉佐野市高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録票（様式１）

●泉州南圏域市町徘徊高齢者等SOSネットワーク利用申出書（様式2）

※様式は基幹包括支援センターいずみさのでお渡し、もしくは泉佐野
市社会福祉協議会HPからもダウンロード可能です。

●直近の写真

＜ 提出先 ＞
基幹包括支援センターいずみさの
泉佐野市高齢者等見守りSOSネットワーク事務局

※申請書に記載の個人情報は目的外には使用しません。
※登録内容に変更が生じた場合は、基幹包括支援センターいずみさのへ

連絡をお願いします。

見守りQRコードシール

泉佐野市高齢者等見守りネットワークに登録して頂いた方に、見守りQR
コードシールをお渡しします。カバンや衣類・靴・携帯電話等に貼り、ご活
用ください。行方不明者を発見した方がこのQRコードを読み取ると、泉佐
野市高齢者等見守りSOSネットワーク事務局と泉佐野警察の電話番号
が表示されます。

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※ QRコードを正常に読み取れない場合は、
他のQRコード 読み取りアプリ等をお試しく
ださい。



泉佐野市認知症高齢者等個人賠償責任保険

認知症高齢者等（被保険者）が日常生活で他人にケガを負わせたり、他
人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償保険を負った場
合に、保険料の支払いを受けることが出来ます。
なお、泉佐野市が保険契約者となり、保険料を全額負担するため、被保険
者の自己負担はありません。

たとえば・・・
・自転車に乗っていて他人とぶつかり、相手に怪我を負わせてしまった
・他人のもの壊してしまった

＜ 保険加入の対象者 ＞
①泉佐野市高齢者等見守りSOSネットワーク事業に事前登録している方

※保険事業のみの加入はできません

②認知症の診断を受けて方
（認知症状があり、介護保険申請の主治医意見書または認定調査でⅡa以上の方、
または認知症の診断書を提出した方）

③泉佐野市に住所を有する方で満40歳以上の方

＜ 加入に必要なもの ＞
●泉佐野市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書（兼）介護認

定情報等閲覧（様式１）

●診断書（介護認定情報により「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa以上と
確認できた場合は診断書不要）

※加入申請時に介護認定状況閲覧に同意頂き、市で確認をします。

＜補償内容＞
個人賠償責任保険（上限3億円）※示談交渉サービス付

保険期間は、申請日から翌年度4月1日午後4時までとなります。
1年に1度更新申請が必要になります。

＜ 問合せ先 ＞
基幹包括支援センターいずみさの
泉佐野市高齢者等見守りSOSネットワーク事務局
TEL：072-464-2977

泉佐野市役所 健康福祉部地域共生推進課 我が事丸ごと係
TEL：072-429-9309）



もし行方不明になったら

平日に発生した場合

１．泉佐野警察署へ出向き、「行方不明
届」を出す。

「受理番号が書いている紙」を預
かってください。

２．基幹包括支援センターいずみさの
へ 電話連絡する。
（TEL：072-464-2977）

配信内容・配信範囲を職員が聞き
取りします。「受理番号が書いてい
る紙」を確認します。

夜間・土日祝日に
発生した場合

1． 泉佐野警察署へ出向き、「行方不明

届」を出し、下記①②を警察で受取り、   

      必要事項を記入する。

① 泉州南圏域市町徘徊高齢者等
ＳＯＳネットワーク利用申出書

 ② 徘徊ＳＯＳ情報提供シート

２． 泉州南広域消防本部消防指令センター
へ電話連絡する。
（TEL：072-469-0119）
※窓口対応はありません。

３． 消防指令センターへ書類①、②をＦＡＸ
送信する。ＦＡＸがない時は、近隣のコン
ビニ等をご利用ください。
（FAX0：72-464-1990）

基幹包括支援センターいずみさの・泉州南広域消防本部は、協力機関にFAX で「所在

不明者情報」を送ります。

協力機関とは、消防署・警察署・郵便局・介護保険事業所・医療機関・ス-パ-等です。

大阪府内・府外への情報提供を希望された場合は、大阪府及び、担当課宛に情報を配

信します。

行方不明者の発見・保護

本人確認を行ったご家族は、泉佐野警察署・基幹包括支援センターいずみさの

（夜間・祝休日は、消防指令センター）へ連絡をしてください。

捜索終了時の対応

発見・保護の連絡を受けた事務局は、捜索終了の連絡を協力機関にお知らせします。

連絡を受けた協力機関は、「所在不明者情報」の削除等を行います。
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